
 

自転車安全利用対策の強化についての要望書 

 

 道路交通法上、自転車は車道走行が原則とされています。 

 しかし、交通事故の多発に伴い歩道走行を容認した過去の経緯から、今

や歩道走行が一般化しています。車道の右側通行、携帯電話を操作しなが

らの走行等の交通ルール無視やマナーの悪さが社会問題化しています。 

 今後、自転車の安全な利用を促進するためには、自転車利用者の交通安

全意識を高めるとともに、自転車利用者に交通ルールの遵守やマナーの向

上を促す制度が不可欠です。 

また、自転車走行環境の整備を可能な限り進め、自動車、歩行者と自転

車が共に安全に通行できる環境づくりを推進していく必要があります。 

 つきましては、国において次のとおり自転車安全利用対策の強化に取り

組まれるよう、要望します。 

  

１ 自転車利用者に交通ルールの遵守とマナーの向上を促すため、「自転車

は車両である」ことを中心とした広報啓発活動を積極的に展開すること。 

 また、自転車の交通ルールの簡素化、講習の義務付け、違反行為に対

する処罰制度の見直しなど、道路交通法を改正し、自転車利用者の交通

ルール違反に対して厳格に対処できる体制や制度の整備を図ること。 

 

２ 児童及び生徒に対する自転車交通安全教育の徹底を図るため、「学校安

全の推進に関する計画」に基づき教育時間の確保方法や指導内容を学校

に分かりやすく示すなど、教育委員会や学校が自転車交通安全教育を積

極的に実施できる環境を整備すること。 

 

３ 自転車走行環境の整備を進めるため、国のガイドラインに基づき自転

車走行空間の整備に取り組む自治体を積極的に支援するなど、自転車走

行環境の整備に国が主体的に取り組むこと。 

 

４ より安全な自転車の普及を図るため、日本工業規格の見直しや、自転

車業界が定めた「自転車安全基準」の活用等により、自転車製造メーカ

ーや自転車小売業者に対し、自動点灯式前照灯、ウィンカー、バックミ

ラーその他の安全装備の普及開発を促すこと。 
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